
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における改
定事項について

本資料は改定事項の概要をお示しするものであり、算定要件等は主なものを掲載しています。

詳細については、関連の告示等を御確認ください。

共同生活援助・自立生活援助

・自立訓練
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①共同生活援助
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人員配置体制について

• 基本報酬
現行 （４：１），（５：１），（６：１）
改訂後（６：１）に一本化

• 人員配置体制加算
イ 人員配置体制加算（Ⅰ） （加配１２：１）
ロ 人員配置体制加算（Ⅱ） （加配３０：１）
ハ 人員配置体制加算（Ⅲ） （加配１２：１）

※個人単位特例
ニ 人員配置体制加算（Ⅳ） （加配３０：１）

※個人単位特例

共同生活援助サービス費
（介護サービス包括型）

• 基本報酬
現行 （３：１），（４：１），（５：１）
改訂後（５：１）に一本化

• 人員配置体制加算
ホ 人員配置体制加算（Ⅴ） （加配７.５：１）
ヘ 人員配置体制加算（Ⅵ） （加配２０：１）
ト 人員配置体制加算（Ⅶ） （加配７.５：１）

※日中住居以外
チ 人員配置体制加算（Ⅷ） （加配２０：１）

※日中住居以外
リ 人員配置体制加算（Ⅸ） （加配７.５：１）

※個人単位特例
ヌ 人員配置体制加算（Ⅹ） （加配２０：１）

※個人単位特例
ル 人員配置体制加算（Ⅺ） （加配７.５：１）

※個人単位特例・日中住居以外
ヲ 人員配置体制加算（Ⅻ） （加配２０：１）

※個人単位特例・日中住居以外

日中サービス支援型
共同生活援助サービス費

※個人単位特例：指定障害福祉サービス基準附則
第18 条の２第１項又は第２項の規定の適用を受け

る利用者（＝個人単位で居宅介護を受ける者）に
ついての特例

• 基本報酬
現行 （４：１），（５：１），

（６：１），（１０：１）
改訂後（６：１），（１０：１）

• 人員配置体制加算
ワ 人員配置体制加算（ⅩⅢ） （加配１２：１）
カ 人員配置体制加算（ⅩⅣ） （加配３０：１）

外部サービス利用型
共同生活援助サービス費

なお、加配分の人員の換算方法は「特定従
業者数換算方法」とする。（従業者の勤務
延べ時間数を除するべき時間数を、40 時間
として計算）

※基本報酬については、現行どおりの常勤換算方法
とする（従業者の勤務延べ時間数を、事業所毎に規
定する１週あたりの勤務時間で除する計算）
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改訂内容―厚生労働省HP
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自立生活支援加算・退居後共同生活援助サービス費についてのQ＆A

 算定可能な回数について
原則、当該事業所に入居している期間について、１
人の対象者につき同一事業所において１回に限り算
定することが可能である。ただし、退居した後、再
度、指定共同生活援助を利用した場合において、当
該加算の算定要件を満たした場合には算定可能であ
る。

 利用者の退去は要件となるか
最終的に退居に至らなかった場合も算定可能。

 １ヶ月あたりの支援回数や支援内容の要
件について

一律に規定しているものではないが、一人暮らし等
に向けて６月間で計画的に支援を行う趣旨であるこ
とから、個別支援計画に基づき、適切な支援をされ
たい。

自立生活支援加算（Ⅰ）

 移行支援住居への入居の要件
移行支援住居について、当該加算の対象とならない
利用者が入居することはできず、自立生活支援加算
を除く基本報酬等も算定できない。

 移行支援住居のサービス管理責任者の代
替の可否

有資格のサービス管理責任者を配置する必要がある。
社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者の
配置により代替することはできない。

 移行支援住居に配置するサービス管理責
任者の兼務について

サービス管理責任者（同事業所・別事業所ともに）
のみ、兼務不可である。

 移行支援住居の登録の届け出について
サテライト型住居を含む複数の住居についても、改
めて移行支援住居として登録する届出を行う必要が
ある。

自立生活支援加算（Ⅲ）

 同一法人内での併給について
退居後共同生活援助サービスと、自立生活援助又は
地域定着支援とを併給する場合、同一法人の自立生
活援助事業所又は地域定着支援事業所であっても算
定可能。ただし、当該利用者に対して退居後（外部
サービス利用型）共同生活援助サービスを実施する
従業者と自立生活援助又は地域定着支援を実施する
従業者とを同一人物が兼務している場合は、算定で
きない。

 退居後共同生活援助サービスの支援の頻
度について

留意事項通知において「おおむね週１回以上の支援
を行う」とされている。基本報酬の算定において、
月２回以上の訪問等による支援を行うことを要件と
しているのは、あくまで途中から利用を開始する場
合や、サービス終了に向けて訪問頻度を調整する場
合等を考慮しているためであり、事業所側の事情に
より、安易に訪問頻度を減らすことはあってはなら
ない。

退居後共同生活援助サービス費
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※ 一日単位で減算となる。
（８時間以上利用した日が減算対象）

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改訂内容―厚生労働省HP

※令和６年４月以前の初期加算の算定可能
期間について
令和６年４月以前に重度障害者支援加算の
算定を開始した日から起算して１８０日を経
過している場合（令和６年３月３１日が１８０
日目となる場合を含む。）は、 初期加算の
算定はできない。
一方、加算を取得してから１８０日を経過し
ていない場合は、（１８０日－加算の算定を
開始した日から令和６年３月３１日までの日
数）の期間について、初期加算を算定できる。

当該利用者につき、同一事業所においては、
１度までの算定とすることとしており、過去
に重度障害者支援加算を算定していて退所
した者が、再び同一事業所を利用すること
になった場合も、算定できない。

例１）令和５年１０月１日に加算取得開始
180日後＝令和６年３月２８日
→算定不可
例２）令和５年１１月１日に算定取得開始
180日後＝令和６年４月２８日
→４月１日から４月２８日の２８日間について
算定可能
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改訂内容―厚生労働省HP

※利用者、利用者家族、地域住民の代表者
は必ず参画することが望ましい。また、市町
村担当者等については、当該市町村に多数
の施設等がある場合等、出席が難しい場合
もあるため、可能な範囲での出席が望まれ
る。

※「市町村の担当者」とは、事業所が所在す
る市町村の担当者を指す。

例えば提供する障害福祉サービスの第三者
評価を実施している場合は、適用外となる。
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自立生活援助
※相談系サービスについては、別途説明がございます
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※居宅訪問の頻度について
自立生活援助サービス（Ⅰ）（Ⅱ）において
は、支援計画に基づきおおむね週１回以上、
該当利用者の居宅を訪問することとしてい
る。

算定において、月２回以上の訪問を要件と
しているのは、あくまで途中から利用を開
始する場合や、サービス終了に向けて訪問
頻度を調整する場合等を考慮しているため
であり、事業所側の事情により、安易に訪
問頻度を減らすことはあってはならない。
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自立訓練
（生活訓練・機能訓練）

10



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改訂内容―厚生労働省HP

※評価の実施について

リハビリテーション加算（Ⅰ）又は個別計画訓
練支援加算（Ⅰ）の算定に当たり、加算を算
定する時点より前からサービスを利用してい
る者について生活機能を評価する際は、利用
開始時に遡及して評価を実施せず、現時点に
おける評価を実施すればよい。

※通所リハビリテーション事業所における共
生型サービスに関する基準サービス提供の
場において利用者1人当たり３㎡の面積を
確保すること

① 通所リハビリテーション事業所と共生型
サービスの利用者数の合計について、
通所リハビリテーション事業所における
従業員の配置基準を満たすこと。

② 他の自立訓練（機能訓練）事業所等から
必要な技術的支援を受けていること。

※病院又は診療所における基準該当サー
ビスに関する基準
① サービス提供の場において利用者1人
当たり３㎡の面積を確保すること

② 管理者とともに、専従の理学療法士、作
業療法士若しくは言語聴覚士又は看護
職員若しくは介護職員を10：１以上配置
していること。

③ 他の自立訓練（機能訓練）事業所等から
必要な技術的支援を受けていること。
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【変更や加算の算定希望がある場合に提出が必要な書類】

令和6年4月24日まで

� 変更届出

� 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

（介護給付費算定に係る体制等状況一覧表）

� 従業者の勤務の態勢及び勤務形態一覧表

� その他、必要書類

その他の新設される加算についても、該当するものについては、上記と同様に届出をするようにお
願いします。

提出書類について
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質問について

� HPに掲載の質問票にてFAXでお願いします。

� 電話や窓口での質問はご遠慮ください。

（電話や窓口で質問された場合も、質問票のご提出を求めることがございます。）

� 回答にはお時間をいただきますのでご了承ください。
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